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 公告第２５－０２号 

令和７年６月４日 

 

オオゼキ健康保険組合 

理事長  石原坂 多聞 

 

設立事業所の編入及び組合規約の一部変更について（公告） 

 

オオゼキ健康保険組合規約第４条に定める「設立事業所の名称及び所在地」に、下記

の通り事業所を加える。 

これに伴い組合規約が変更になりますので、お知らせします。 

 

記 

 

１．追加する設立事業所 

     ＯＺホールディングス株式会社   東京都世田谷区 

   

 

２．変更後の組合規約 

 

   （１）設立事業所の名称及び所在地 

      第４条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

株式会社オオゼキ   東京都世田谷区 

ひまわり株式会社   東京都世田谷区 

ＯＺホールディングス株式会社 東京都世田谷区 

オオゼキ健康保険組合  東京都渋谷区 

 

３．施行時期 

       令和７年６月４日から施行し、令和７年６月１日から適用する。 

 

 

以  上 


